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市からのお知らせ

　８月１日㈮から使用する新しい「資格確認書（有効期間：令和８年
７月31日㈮まで）」または「資格情報のお知らせ」（以下、「資格確
認書など」）を７月中旬から下旬にかけてお届けします。

資格確認書（カード型）

国民健康保険から脱退する際は
忘れずに手続きを！

マイナ保険証の利用で
限度額適用認定の手続きが不要に！
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国民健康保険からのお知らせ国民健康保険からのお知らせ

「資格確認書」などを７月中に送付します

資格情報のお知らせ（A4）

　社会保険への加入または転出などにより国民健康保
険（以下、「国保」）から脱退する時は、速やかに異動
する方の「資格確認書など」（社会保険への加入の場合
は社会保険の「資格確認書など」も必要）を市民課国
保年金班または各総合支所に持参の上、手続きしてく
ださい。
　国保の脱退手続きをしないまま医療機関などを受診
した場合、国保が負担した医療費（７～８割）を返還
してもらう場合があります。

※マイナ保険証…健康保険証としての利用登録をしているマイナンバーカード
※同じ世帯の中で、マイナ保険証を保有している方と保有していない方が混在する場合は、全ての書類を簡易書留で送付します。
※マイナ保険証を保有している方には原則、「資格確認書」は交付しませんが、やむを得ない理由によりマイナ保険証で受診するこ

とが困難な方などは、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。

　医療機関などでのオンライン資格確認システムの導
入に伴い、マイナ保険証を利用すれば限度額適用区分
の確認ができるため、限度額適用認定証の提示は不要
となり、手続きなく限度額を超える支払いが免除され
ます。
　なお、８月以降も引き続き限度額適用認定証の交付
を希望する方は、市民課国保年金班または各総合支所
で事前の申請が必要です。

印

「資格情報のお知らせ（ご自身の健康保険を簡易に把握するため

のもの  ※保管用）」を普通郵便で世帯主宛てに送付します。
　医療機関を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。なお、
受診時に事情によりマイナ保険証が利用できない場合は、マイナ
ンバーカードと「資格情報のお知らせ」を医療機関窓口へ提示し
てください。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できません。

▷マイナ保険証を保有している方

「資格確認書など」に自己負担割合を記載します。

▷70 歳から 74 歳までの方

「資格確認書」を簡易書留で世帯主宛てに送付します。
　医療機関を受診する際は、医療機関窓口へ提示してください。

▷マイナ保険証を保有していない方

問 市民課国保年金班（☎55-8164）

湯沢市外在住の方でも広報ゆざわを年間購読できます（有料）。詳しくは「ふるさと未来創造部 情報政策課 元気・魅力発信班（☎56-8387）」まで。耳より情報


